
－1－ 

 

感染症拡大防止協力支援金について 
 

１ 要旨 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，県の要請に協力した事業者に対し， 

協力支援金を支給する。 

 

２ 感染症拡大防止協力支援金の概要 

【中小企業】 

（１）流川・薬研堀地区（酒類提供飲食店）５月 12日～６月１日（21日間） 

・5/12～5/15，6/1は，原則，営業時間の短縮を要請する。 

・5/16～5/31は，原則，休業を要請する。 

休業しない場合は，酒類及びカラオケ設備を提供しないことと営業時間を５～20時までの間に短

縮することを要請する。 

                   （単位：万円） 

期 間 
時 短 休 業 

ＰＣＲ受検無 ＰＣＲ受検有 ＰＣＲ受検無 ＰＣＲ受検有 

5/12～5/15，

6/1(5日間) 

1.5～4.5／日 2.0～6.0／日 2.0～6.0／日 2.5～7.5／日 

7.5～22.5／5日 10.0～30.0／5日 10.0～30.0／5日 12.5～37.5／5日 

5/16～5/31 

(16 日間) 

3.0～9.0／日 3.5～9.5／日 3.5～9.5／日 4.0～10.0／日 

48.0～144.0／16日 56.0～152.0／16日 56.0～152.0／16日 64.0～160.0／16日 

※ 5/16～5/31の時短は，酒類及びカラオケ設備を提供していないことを支給要件とする。 
※ 「広島積極ガード店」，「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録を必須とする。 

 

（２）広島県内全域（（１）を除く）５月 16日～６月１日（17日間） 

① 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等（利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。） 

・5/16～5/31は，原則，休業を要請する。 

休業しない場合は，酒類及びカラオケ設備を提供しないことと営業時間を５～20時までの間に短

縮することを要請する。 

   ・6/1は，原則，営業時間の短縮を要請する。 

                  （単位：万円） 

期間 
時 短 

（酒を提供しないで時短営業） 
休 業 

5/16～5/31 

(16 日間) 

3.0～9.0／日 3.5～9.5／日 

48.0～144.0／16日 56.0～152.0／16日 

6/1(1日間) 1.5～4.5／日 2.0～6.0／日 

※ 5/16～5/31の時短は，酒類及びカラオケ設備を提供していないことを支給要件とする。 
※ 準備等のため，協力開始が５月１６日に間に合わない場合でも，５月１９日までに協力を開始し，
６月１日までのすべての期間において協力すること。 

※ 「広島積極ガード店」，「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録を必須とする。 

 

② ①以外の飲食店 

  ・営業時間を 5～20時までの間に短縮することを要請する。 

 （単位：万円） 

期間 時 短 

5/16～5/31 

(16 日間) 

3.0～9.0／日 

48.0～144.0／16日 

6/1(1日間) 1.5～4.5／日 

※ 準備等のため，協力開始が５月１６日に間に合わない場合でも，５月１９日までに協力を開始し，
６月１日までのすべての期間において協力すること。 

※ 「広島積極ガード店」，「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録を必須とする。 

令和３年５月１５日 
健 康 福 祉 局 
商 工 労 働 局 

当日配付資料 



－2－ 

 

 

 【大企業】 

（１）流川・薬研堀地区（酒類提供飲食店）５月 12日～６月１日（21日間） 

・5/12～5/15，6/1は，原則，営業時間の短縮を要請する。 

・5/16～5/31は，原則，休業を要請する。 

休業しない場合は，酒類及びカラオケ設備を提供しないことと営業時間を５～20時までの間に短

縮することを要請する。 

                                       （単位：万円） 

期 間 
時 短 休 業 

ＰＣＲ受検無 ＰＣＲ受検有 ＰＣＲ受検無 ＰＣＲ受検有 

5/12～5/15，

6/1(5日間) 

最大 10／日 最大 15／日 最大 15／日 最大 20／日 

最大 50／5日 最大 75／5日 最大 75／5日 最大 100／5日 

5/16～5/31 

(16 日間) 

最大 19／日 最大 19.5／日 最大 19.5／日 最大 20／日 

最大 304／16日 最大 312／16日 最大 312／16日 最大 320／16日 

※ 5/16～5/31の時短は，酒類及びカラオケ設備を提供していないことを支給要件とする。 

※ 「広島積極ガード店」，「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録を必須とする。 

 

（２）広島県内全域（（１）を除く）５月 16日～６月１日（17日間） 

① 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等（利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食

店を含む。） 

・5/16～5/31は，原則，休業を要請する。 

休業しない場合は，酒類及びカラオケ設備を提供しないことと営業時間を５～20時までの間に短

縮することを要請する。 

   ・6/1は，原則，営業時間の短縮を要請する。 

                                       （単位：万円） 

期間 
時 短 

（酒を提供しないで時短営業） 
休 業 

5/16～5/31 

(16 日間) 

最大 19／日 最大 19.5／日 

最大 304／16日 最大 312／16日 

6/1(1日間) 最大 10／日 最大 15／日 

※ 5/16～5/31の時短は，酒類及びカラオケ設備を提供していないことを支給要件とする。 

※ 準備等のため，協力開始が５月１６日に間に合わない場合でも，５月１９日までに協力を開始し，

６月１日までのすべての期間において協力すること。 

※ 「広島積極ガード店」，「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録を必須とする。 

 

 

② ①以外の飲食店 

  ・営業時間を 5～20時までの間に短縮することを要請する。 

 （単位：万円） 

期間 時 短 

5/16～5/31 

(16 日間) 

最大 19／日 

最大 304／16日 

6/1(1日間) 最大 10／日 

※ 準備等のため，協力開始が５月１６日に間に合わない場合でも，５月１９日までに協力を開始し，

６月１日までのすべての期間において協力すること。 

※ 「広島積極ガード店」，「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録を必須とする。 


